
裏面あり

春日部市建築物耐震改修促進計画（三期計画）【概要版】

計画改定の背景

・本市では地震被害を軽減し、市民の生命と財産を保護することを目的として、春日部市建

築物耐震改修促進計画を策定し、住宅・建築物の耐震診断及び耐震改修を総合的に推進

しています。

・現行の二期計画が令和２年度で終了するのに伴い、現状を踏まえ、国や埼玉県と連携して

「耐震化」を促進していくために計画の改定を行うものです。

【一期計画】

・平成２１年３月策定

・計画期間：平成２１年度～平成２７年度

※補助制度拡充のため、平成２８年１２月まで、計画期間を延長

（拡充内容：戸建て空き家、防火上特に重要な建築物（地区集会所）の追加）

【二期計画】

・平成２９年１月改定

・計画期間：平成２９年１月～令和２年度

1.計画期間

■令和３年度から令和７年度までの５年間

■計画期間中の社会情勢の変化や法令等の改正などに適切に対応するため、定期的に耐震

化の進捗や施策の状況を確認し、必要に応じて計画の見直しを行います。

2.計画の位置づけ
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住宅の耐震化率の推移
■棒グラフ：実績 ■折線グラフ：促進計画における目標

■住宅の耐震化の推移

県と市町村の役割分担のもと、支援制度

の創設や所有者への啓発活動などにより、

耐震化の促進を図ってきました。

■耐震化率の現状および目標

 平成 28 年度 

状況 

計画当初の 

令和２年度目標 

 令和２年度 

現状 

改定による 

令和７年度目標※２ 

住宅※１ ８２％  ９５％  ８６％  ９５％ 

多数の者が 

利用する建築物 

市 ９３％ １００％  ９９％ １００％ 

民間 ９４％  ９５％  ９６％ おおむね解消※３ 

 ※１ 住宅・土地統計調査（総務省資料）を基に市で推計【最新調査年月日：平成30年10月1日（5年ごと）】

※２ 耐震化率の目標設定は「国の基本方針（告示）」に基づいた数値（埼玉県内同一）

※３ おおむね解消とは、95％から100％の間で、可能な限り100％に近づけるよう努めるもの

3.対象建築物

昭和５６年５月３１日以前に建築された建築物

■特定既存耐震不適格建築物

■住宅

・居住世帯のある住宅（共同住宅等を含む）

要緊急安全確認大規模

建築物

・多数の者が利用する

建築物のうち、規模

の大きい建築物

・危険物の貯蔵場又は

処理場の用途に供す

る建築物

【公表の状況】

〇学校 ２６棟/改修済

〇自動車車庫

１棟/改修未

〇庁舎 １棟/改修未
※ホームページによる公表

要安全確認計画記載

建築物

・義務付け路線（耐震

診断を義務付ける路

線）を閉塞するおそれ

のある建築物

・指定路線

国道１６号

国道４号バイパス

【公表の予定】

〇国道１６号

１棟/改修済

〇国道４号バイパス

対象建築物なし

・学校

・病院、診療所

・劇場、集会場等

・店舗

・ホテル、旅館等

・賃貸共同住宅等

・社会福祉施設等

・消防庁舎

・その他一般庁舎

・その他

※一定規模以上の

建築物

多数の者が利用する建築物

倒壊によって緊急輸送道路を

閉塞するおそれのある建築物

耐震診断義務化建築物

平成７年阪神・淡路大震災では、昭和５６年５月３１日以前に建築されたいわゆる「旧耐震

基準」の建物に多くの被害が発生しました。

今後、本市において最も大きな被害をもたらすと考えられている茨城県南部地震が起こる

可能性が高いことが危惧されております。

計画改定の目的

国 県 市

地震防災戦略

耐震改修促進法

（平成７年１０月２７日制定）

（平成１８年１月２６日改正）

（平成２５年１１月２５日改正）

（平成３１年１月１日施行令改正）

国の基本方針

（平成１８年１月２５日告示）

（平成２５年１０月２９日改正）

（平成３０年１２月２１日改正）

埼玉県建築物

耐震改修促進計画

（令和３年３月改定）

春日部市

地域防災

計画

（令和２年

２月改正）

第２次春日部市

総合振興計画

（平成３０年３月

策定）
※国土強靭化

地域計画と

一体的に策定

春日部市建築物耐震改修

促進計画（三期計画）

整合

整合

埼玉県地域防災計画

埼玉減災プラン

埼玉県地域強靭化計画

埼玉５か年計画

埼玉県住生活基本計画

・救命活動、物資輸送

上、重要な緊急輸送

道路の機能確保のた

め、道路を閉塞する

おそれのある建築物

・指定路線

国道１６号

国道４号

国道４号バイパス

【状況】

〇国道１６号

１棟/改修済

〇国道４号

１棟/解体済

５棟/診断未・改修未

〇国道４号バイパス

対象建築物なし



5.耐震化の促進を図るための施策

■耐震化の促進に向けた取組方針

対象建築物の耐震化の促進のためには、まず、その所有者等が、地震対策を自らの問題

として意識して取組むことが不可欠です。このことから、所有者の耐震化に対する意識啓発

や、耐震化を実施する際に要する費用などの負担軽減は大変重要となります。そこで、市は、

耐震化目標を達成し、地震発生時の被害を軽減するために、建築物の耐震診断及び耐震

改修を支援する施策に取り組みます。

協働・連携

自助 共助

公助

建築物の所有者
自治会等

行政（市・県・国）

〇自らの問題として耐震化

に努める

〇地域における地震防災

対策の促進

〇所有者の耐震化の取り組みを支援

〇公共建築物の耐震化

□財政支援

・耐震診断費・耐震改修費に対する補助制度を引き続き実施

・耐震化の進め方や耐震関連補助制度の情報提供を充実

□普及啓発等

１）住宅所有者に対する直接的な耐震化促進

・納税通知書等に補助の案内を同封し、耐震化に向けた継続的な働き

かけを実施

２）耐震診断実施者に対する耐震化の促進

・耐震診断実施後の所有者のフォローアップを行い耐震改修を促進

３）市民への周知普及

・協賛団体と連携し、無料耐震相談会の実施

（開催回数や場所・時間等を工夫し、相談者の増加を図る）

・自主防災訓練等に参加し、無料相談会やパネル展示を実施

（防災意識の向上を図る）

・広報かすかべ、ホームページ等による広報を実施

４）戸建て空家の所有者に対する耐震化促進

・空き家リノベーションまちづくり事業との連携強化

【これまでの取組】

〇無料耐震相談会：年３回開催、平成１８年から延べ２３０件

〇豊野地区(豊野・幸松・藤塚)の自主防災訓練へ協賛団体と参加し、

無料建物相談、パネル展示

〇ふじ祭りに参加し、耐震促進パンフレットの配布

耐
震
化
の
促
進

6.補助制度の概要

■主な施策

■補助対象建築物

  項目 補助率 限度額 備考 

耐
震
診
断 

住宅 （一戸建て住宅、 

     長屋、店舗等を 

     兼ねるもの） 

２／３ ５万円 

 個人が所有し、かつ、該当個人が居住しているもの 

    高齢者上乗せ分 ― ５万円 

マンション ２／３ １００万円 

 全戸数の半数以上に区分所有者が居住しており、区

分所有者又は区分所有者の団体の集会において耐震

診断の実施の決議がなされているもの 

 共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であっ

て、延べ面積が１，０００平方メートル以上であり、かつ、

地階を除く階数が原則として３階以上のもの 

緊急輸送道路閉塞建築物 ２／３ ３００万円 

 県計画において位置付けられている第一次特定緊急

輸送道路に、その敷地が接する木造以外の建築物で、３

階以上のもの 

地区集会施設等 ２／３ ５万円 

 自治会等が管理していて、非常用物資の備蓄機能を

兼ね備え、災害時の一時避難等の対応が可能である集

会所等 

戸建て空家 ２／３ ５万円  居住されないことが常態である住宅（長屋を除く） 

 

耐
震
改
修 

住宅 （一戸建て住宅、 

     長屋、店舗等を 

     兼ねるもの） 

２３％ ４０万円 
 個人が所有し、かつ、当該個人が居住しているもの 

    高齢者上乗せ分 ― ２０万円 

マンション ２３％ ２００万円 

 全戸数の半数以上に区分所有者が居住しており、区

分所有者又は区分所有者の団体の集会において耐震

改修工事の実施の決議がなされているもの 

地区集会施設等 ２３％ ４０万円 

 自治会等が管理していて、非常用物資の備蓄機能を

兼ね備え、災害時の一時避難等の対応が可能である集

会所等 

戸建て空家 ２３％ ４０万円 
 耐震改修申請者個人が所有し、今後居住される見込

みのあるもの 

 

昭和５６年５月３１日以前に建築確認を受けて工事に着手し、建築された建築物

お問い合わせ先

春日部市 都市整備部 建築課

TEL：０４８－７３６－１１１１（内線３６１７・３６１８）

E-mail:kenchiku@city.kasukabe.lg.jp

URL:http://www.city.kasukabe.lg.jp/shisei/shisaku/kakushu/taishinsokushin.html

mailto:kenchiku@city.kasukabe.lg.jp
http://www.city.kasukabe.lg.jp/shisei/shisaku/kakushu/taishinsokushin.html

